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重層的支援体制整備事業について



事業創設の経緯・位置付け



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯

（令和３年度 厚生労働省全国研修「行政説明「地域共生社会」の実現に向けた重層的支援体制整備事業の全般」から抜粋）

「地域生活課題」を地域住民等が把握、関係機関との連携で解決、
市町村の包括的な支援体制の整備や地域福祉計画等の策定の努力義務化

「重層的支援体制整備事業」が条文に明記される



埼玉県地域福祉計画での位置付け

第７期埼玉県地域福祉支援計画（令和６年度～令和８年度） 抜粋

（市町村における包括的な相談支援体制の構築の支援）

住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、制度や分野の縦割りを超えて、市町村関係各課、相談支援機関、

関係団体の連携を強化するため、市町村における包括的な相談支援体制の構築を進めます。

施策の体系

施策の展開

（課 題）

福祉分野ごとの相談支援体制では対応困難なケースが増加しており、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応

する「包括的支援体制」の構築が求められています。そして、個人や世帯の地域生活課題を把握し、解決するためには専門

職による多職種連携や地域住民等と協働する地域連携が必要です。

（方向性）

市町村において既存の相談支援等の取組を生かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な

支援体制の構築支援に取り組みます。

また、児童、高齢者、障害者への虐待や権利擁護についても住民に身近な行政機関である市町村が適切に対応するため

の体制強化を支援します。

項 目 基 準 年 目 標 年

ワンストップ型総合相談窓口や
複合課題を調整するチームの
設置市町村数

５１市町村
（令和５年4月1日）

全市町村
（令和９年４月１日）

埼玉県では、「埼玉県ケアラー支援条例」
の制定を受け、令和３年３月に「埼玉県ケ
アラー支援計画」を策定。
同計画においてもケアラーからの相談な
どに対応するため、包括的な支援体制の
整備に取り組む市町村への支援を取組に
位置づけており、地域福祉支援計画と同
様の数値目標を設定。

数値目標



重層的支援体制整備事業の概要



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省全国研修「行政説明「地域共生社会」の実現に向けた重層的支援体制整備事業の全般」から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省220322社会・援護局主管課会議資料から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省220322社会・援護局主管課会議資料から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省220322社会・援護局主管課会議資料から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省220322社会・援護局主管課会議資料から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省220322社会・援護局主管課会議資料から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省220322社会・援護局主管課会議資料から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省220322社会・援護局主管課会議資料から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省220322社会・援護局主管課会議資料から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省220322社会・援護局主管課会議資料から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省220322社会・援護局主管課会議資料から抜粋）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」
【市町村の声】

○ 重層事業に取り組むと決まってから、

ケース会議や庁内勉強会などで

関係課等と顔を合わせる機会が増え、

普段も気軽に相談できるようになった。

○ 住民からの相談に対して、

「うちの課の話ではない」ではなく、

「うちの課も関係する話かもしれない」と考えるようになった。

（グレーゾーンを拾い合うようになった。）

○ 関係課が連携することにより、

適切な支援につなぐことができ、

住民サービスの向上につながっている。



重層的支援体制整備事業交付金



（厚生労働省予算資料から抜粋及び改編）

令和4年度予算案
約232億円

重層的支援体制整備事業交付金について

・包括的相談支援事業分
※１

・地域づくり事業分 ※１

・新たな機能分 ※２



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

（令和３年度 厚生労働省全国研修「行政説明「地域共生社会」の実現に向けた重層的支援体制整備事業の全般」から抜粋）
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（厚生労働省予算資料から抜粋及び改編）



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」

本県における重層的支援体制整備事業交付金の流れ

国 費 県 費

障害 子ども 高齢 困窮

市町村

県（地域包括ケア課）

障害者
支援課

少子
政策課

健康
長寿課

社会
福祉課

市町村

執行委任

埼玉県庁厚生労働省

県費交付

分野ごとに国庫交付

・地域包括ケア課が、各課から執行委任を受ける。
・多機関協働等分（地域包括ケア課所管）を合わせて、一括交付

指定口座に各分野ごとに入金 指定口座に一括で入金

地域包括ケア課が各分野の交付金を処理
（県の歳入として受け入れはしない）

県（地域包括ケア課）

多機関
協働等



令和５年 令和６年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

交
付
申
請

前
年
度
実
績

重層的支援体制整備事業交付金

令和5年度 交付金スケジュール

【実際のスケジュール】 ※実際は赤枠のとおり、例年遅れているため注意
令和５年 令和６年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
交
付
申
請
・実
績
報
告

当初交付申請事前協議

・交付申請

交付決定通知・
概算払

前年度実績報告
・確定通知・債権発生通知・
精算交付決定通知

国からの疑義照会

・内示

交付要綱・実施要綱発出

当初交付申請事前協議

内示・
交付申請

交付決定通知・
概算払

前年度実績報告

確定通知・債権発生通知・

精算交付決定通知

国からの疑義照会

【当初国から提示されたスケジュール】



県の取組・後方支援事業



平成28年度「最終合格者向け業務説明会」
福祉分野における総合相談窓口等の整備について

〇 平成30年４月に社会福祉法に地域福祉推進の理念などが規定され、市町村に包括的な支援体制を整備することを努力義務化。

〇 令和３年４月に複雑化・複合化した支援ニーズに対して相談支援、参加支援、地域づくりを一体的に実施する重層的支援体制整備事業を施行。

１ 国の動向（社会福祉法改正）

２ 総合相談窓口等の設置（努力義務）

ひきこもり
８０５０問題

複合的な課題・制度の狭間の増
加

ゴミ屋敷
ケアラー

ヤングケアラー

ダブルケア

①ワンストップ型総合相談窓口の設置

②複合課題を調整するチームの設置

総合相談窓口
調整・連携

縦割りの相談支援体制では
対応できない

ひきこもり

複合的な課題・制度の
狭間の増加

ダブルケア

ケアラー
ヤングケアラー

ごみ屋敷

縦割りを超えた
総合相談支援体制が必要

など

３ 重層的支援体制整備事業（市町村主体・任意事業）

４ 県の支援策
項 目 基 準 年 目 標 年

ワンストップ型総合相談窓口や

複合課題を調整するチームの

設置市町村数

５１市町村

（令和５年４月１日）

全市町村

（令和９年４月１日）

包括的支援体制の重要性を鑑みて、

第６期計画（令和３年度～令和５年度） に引き続き、目標設定

（第７期埼玉県地域福祉支援計画（R6～R8） 数値目標）

アドバイザー
派遣

➢ 学識経験者、総合相談窓口設置の経験のある自治体

職員などを派遣

➢ 庁内や関係機関との連携、具体的なケースへの対応、

制度の理解を深めるための助言など

①相談支援 ②参加支援 ③地域づくり

重層的支援体制整備事業（①～③を一体的に実施）

包括的な相談体制 就労支援や見守り支援 住民同士の関係づくり

・属性を問わない

相談の受け止め

・多機関との協働

・アウトリーチ

・社会とのつながり

づくり、マッチング

・定着支援

・居場所の確保

・多分野のプラット

フォームの形成

・交流機会創出

➢ 既存事業の補助金等を一体化し、事業にかかる経費を一括して交付。

令和６年度（予定）

重層的支援体制整備事業： １１市町

重層的支援体制整備事業移行準備事業： ６市町
※厚生労働省「令和６年度重層的支援体制整備事業の実施に関する所要見込額等調べ」（令和５年１０月）結果

高齢、障害、児童、

生活困窮などの関係課が

チームで解決

（関係各課）

高齢、障害、

児童、生活困窮

などの課

研修会

R4市町村長会議
資料を基に作成

➢ 先進自治体の事例の共有・意見交換、

アウトリーチや多機関協働等の手法を学ぶ研修など

http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_195.html


総合相談支援体制・重層アドバイザー派遣

市町村への個別支援

アドバイザーによる研修会

県職員によるヒアリング

〇〇市の研修会出席者
福祉こども部長、健康推進部長、政策秘書課長、市政情報課長、
財政課長、総務課主幹、危機管理課長、税務課長、環境課長、
産業振興課主幹、市民課長、生活福祉課長、障がい福祉課長、
子育て応援課長、長寿いきがい課長、保険年金課長、
保健相談センター主査、建設課長、都市計画課長、
市街地整備課長、学校教育課副参事、生涯学習課長

県職員による制度説明



ご清聴ありがとうございました。

埼玉県 福祉部 地域包括ケア課 地域包括ケア担当

TEL 048-830-3256
E-mail a3250-03@pref.saitama.lg.jp
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